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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「金融緩和の強化について」の
公表に関する件（12月19・20日）

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、次回金融

政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および金融

緩和の強化について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「米ドル資金供給オペレーション基本要領」等の一部改正に関
する件（12月19・20日)

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、最近にお

ける国際短期金融市場の状況と、これが円の金融市場の流動性に及ぼし得る影

響に鑑み、金融調節の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持お

よび安定性の確保に資するため、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「米ドル資金供給オペレーション基本要領」（平成22年5月10日決定）注1）を別

紙1. のとおり一部改正すること。

2．「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成22
年5月10日決定）注2）を別紙2. のとおり一部改正すること。

3．「ニューヨーク連邦準備銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成22年5月
10日決定）注3）を別紙3. のとおり一部改正すること。

4．「ニューヨーク連邦準備銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極

要綱」（平成23年12月21日決定）注4）を別紙4. のとおり一部改正すること。

　

注1 ）　「米ドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注2 ）　「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「ニューヨーク連邦準備銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」

の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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5．「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注5）

を別紙5. のとおり一部改正すること。

6．「カナダドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平

成23年12月21日決定）注6）を別紙6. のとおり一部改正すること。

7．「カナダ銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決定）注7）

を別紙7. のとおり一部改正すること。

8．「カナダ銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平成23年
12月21日決定）注8）を別紙8. のとおり一部改正すること。

9．「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注9）

を別紙9. のとおり一部改正すること。

10．「英ポンド資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平

成23年12月21日決定）注10）を別紙10. のとおり一部改正すること。

　

注5 ）　「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注6 ）　「カナダドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注7 ）　「カナダ銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注8 ）　「カナダ銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文について

は、インターネット・ホームページをご参照ください。

注9 ）　「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注1 0）　「英ポンド資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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11．「イングランド銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決

定）注11）を別紙11. のとおり一部改正すること。

12．「イングランド銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」

（平成23年12月21日決定）注12）を別紙12. のとおり一部改正すること。

13．「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決定）注13）

を別紙13. のとおり一部改正すること。

14．「ユーロ資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」（平成

23年12月21日決定）注14）を別紙14. のとおり一部改正すること。

15．「欧州中央銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決 

定）注15）を別紙15. のとおり一部改正すること。

16．「欧州中央銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平成

23年12月21日決定）注16）を別紙16. のとおり一部改正すること。

　

注1 1）　「イングランド銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注1 2）　「イングランド銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注1 3）　「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インターネット・

ホームページをご参照ください。

注1 4）　「ユーロ資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注1 5）　「欧州中央銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インターネッ

ト・ホームページをご参照ください。

注1 6）　「欧州中央銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文につい

ては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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17．「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」（平成23年12月21日決 

定）注17）を別紙17. のとおり一部改正すること。

18．「スイスフラン資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」

（平成23年12月21日決定）注18）を別紙18. のとおり一部改正すること。

19．「スイス国民銀行との間の為替スワップ取極要綱」（平成23年12月21日決 

定）注19）を別紙19. のとおり一部改正すること。

20．「スイス国民銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」（平

成23年12月21日決定）注20）を別紙20. のとおり一部改正すること。

　

注1 7）　「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注1 8）　「スイスフラン資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」の全文

については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注1 9）　「スイス国民銀行との間の為替スワップ取極要綱」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注2 0）　「スイス国民銀行との間の円資金提供のための為替スワップ取極要綱」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･「貸出支援基金運営基本要領」の制定等に関する件（12月19・
20日)

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、金融機関

の一段と積極的な行動と企業や家計の前向きな資金需要の増加を促す観点から、

下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「貸出支援基金運営基本要領」を別紙1. のとおり制定すること。

2．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要

領」を別紙2. のとおり制定すること。

3．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給におけ

る貸付対象先選定基本要領」を別紙3. のとおり制定すること。

4．「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」（平成22年6月15日決 

定）注21）を別紙4. のとおり一部改正すること。

5．「成長基盤強化を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」

（平成22年6月15日決定）注22）を別紙5. のとおり一部改正すること。

6．「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」（平

成23年6月14日決定）注23）を別紙6. のとおり一部改正すること。

　

注21 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注22 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」の全

文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注23 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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7．「成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資に関する特則」

（平成24年3月13日決定）注24）を別紙7. のとおり一部改正すること。

8．「成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する

特則」（平成24年4月10日決定）注25）を別紙8. のとおり一部改正すること。

9．「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則に関する件」（平成

22年10月5日決定）注26）を別紙9. のとおり一部改正すること。

10．「日本銀行業務方法書」（平成10年3月24日決定）注27）を別紙10. のとおり一

部変更すること。

11．「日本銀行組織規程」（平成10年3月24日決定）注28）を別紙11. のとおり一部

変更すること。

　

注24 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資に関する特則」の全

文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注25 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」

の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注26 ）　「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則に関する件」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注27 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注28 ）　「日本銀行組織規程」の全文については、インターネット・ホームページをご参照

ください。



34 日本銀行政策委員会月報



35平成24年12月　第761号



36 日本銀行政策委員会月報



37平成24年12月　第761号



38 日本銀行政策委員会月報



39平成24年12月　第761号



40 日本銀行政策委員会月報



41平成24年12月　第761号



42 日本銀行政策委員会月報



43平成24年12月　第761号



44 日本銀行政策委員会月報



45平成24年12月　第761号



46 日本銀行政策委員会月報



47平成24年12月　第761号



48 日本銀行政策委員会月報



49平成24年12月　第761号



50 日本銀行政策委員会月報



51平成24年12月　第761号



52 日本銀行政策委員会月報



53平成24年12月　第761号



54 日本銀行政策委員会月報



55平成24年12月　第761号



56 日本銀行政策委員会月報



57平成24年12月　第761号

◆･「資産買入等の基金運営基本要領」の一部改正等に関する件
（12月19・20日)

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、金融緩和

を一段と強力に推進する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成22年10月28日決定）注29）を別紙1. の
とおり一部改正すること。

2．｢日本銀行業務方法書｣（平成10年3月24日決定）注30）を別紙2. のとおり一部

変更すること。

　

注29 ）　「資産買入等の基金運営基本要領」の全文については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。

注30 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2012年11月19・20日開催分）
に関する件（12月19・20日）

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、金融政策

決定会合の議事要旨（2012年11月19・20日開催分）注31）を承認した。

　

注31 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（12月26日公表）。
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◆･2013年1月から12月の金融政策決定会合の開催予定日に関する
件（12月19・20日）

　本委員会は、平成24年12月19・20日の金融政策決定会合において、2013年1月
から12月の金融政策決定会合の開催予定日を別紙のとおりとすることを承認し

た。
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（２）通常会合関係

◆･政策委員会月報（平成24年11月）に関する件（12月18日）

　本委員会は、平成24年12月18日、政策委員会月報（平成24年11月）を承認し

た。
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　2．報告事項

●�平成24年度上期中の保有外貨資産の管理状況等（国際局）

●�2013年度IT投資計画の策定状況（システム情報局）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）
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